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　倉敷市西部、玉島地区柏島の小高い丘の上にある曹
洞宗の古寺で、江戸時代の良寛和尚が若いころ修行し
た寺として知られている。石組の庭と葦屋根の荘重な
伽藍が配置された境内や隣接する円通寺公園では四季
折々の花々を楽しむことができる。
　春には岡山四大茶会のひとつ、良寛の遺徳をしのぶ
「良寛茶会」が円通寺を主会場に行われ、桜が満開の時
期に本堂などに茶席を設け優美な茶の湯の世界を体感
できる。また、秋には子ども写生大会、茶会、歌と踊
りの奉納等が行われる「良寛まつり」も開催される。

円通寺
えんつうじ
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　岡山県印刷関連産業協議会主催の「新年互礼会」が、
１月 19日（金）にアークホテル岡山で開催されました。
　当日は岡山県印刷工業組合、岡山県製本工業組合、
ジャグラ岡山県支部の組合員と賛助会員（印刷関連企
業）の方々 169名が集い盛大に開催されました。
　最初に、参加者全員による国歌斉唱を行い、続いて
主催者を代表して大塚泰文会長の開会挨拶があり互礼
会が始まりました。
　ご来賓の方々からは、参議院議員石井正弘氏、岡山
県議会議員小倉弘行氏、岡山市議会議員吉本けんじ氏

の皆様からご挨拶をいただきました。
　そして、ご来賓の方々による鏡開きの後、土師健嗣
副会長の乾杯の音頭で新年互礼会が始まりました。
　また、協議会の企画委員会メンバーによる「福引き
抽選会」が行われ、20名の当選者の方に賞品が渡され
ました。当選者の方々は「今年は縁起が良い」と喜ば
れるなど最高に盛り上がった互礼会でした。
　最後に、製本組合副理事長安田　透氏より、今年１
年が良い年になるよう祈念して、力強い１本締めで閉
会しました。

大塚泰文会長 土師健嗣副会長 小倉弘行県議会議員

■ 岡山県印刷関連産業協議会

　平成 30 年　「新年互礼会」開催
■ 平成 30 年１月 19 日（金）　■ アークホテル岡山

鏡開き 安田　透副理事長吉本けんじ市議会議員

懇親会
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　平成 29年度下期「中国地区印刷協議会」が、広島市
で開催されました。
　会議には、中国地区５県から 49名の役員が参加。全
日本印刷工業組合連合会からは、臼田真人会長、池田
幸寛常任理事、高橋秀明事務局次長が出席されました。
　会議は最初に中国地区印刷協議会の中本俊之会長が
「平均株価の変動が激しい昨今ですが、上場企業は景気
が良いが、我々中小企業はあまり恩恵を受けていない。
中小企業の存在感を示すには、仕事の価値を高めてい
く必要がある。新しいビジネスを地区協の仲間と情報
交換しながら協力し合い成果をあげるようにしていか
なければならない。」と挨拶。続いて全印工連の臼田会
長が「我々を取り巻く環境は、依然として厳しいもの
がある。だからこそ、全印工連の仲間はしっかりと繋
がり、問題解決を図らなければならない。自助努力も
必要だが、全印工連としては政策提案をしながら解決
を図りたいと考えている。本日の協議会で積極的なご
意見を頂きたい。」と挨拶がありました。
　続いて、高橋事務局長から、現在、全印工連が取り
組んでいる事業についての報告がありました。
　主な項目は以下の通りです。

　１，�印刷業経営動向実態調査の実施　２月 28日締切
　２，CSR認定の募集について
　３，共創ネットワーク通信の拡大
　４，「大きく変わる知的財産権の取り扱い」セミナー
　５，�第 11回MUDコンペティッションの審査結果に

ついて
等の事業報告がありました。
　また、特別報告として、昨年７月に閣議決定された
「官公需に於ける著作権の財産的価値」について、官公
需対策協議会幹事の谷口博則委員（島根県工組理事長）
から説明を受けました。官公需対策セミナーの開催に
も対応し理解を深めていきたいとの事でした。
　全体会議の後、分科会が開催され委員会毎の課題に
ついて審議されました。
　分科会の後、全体会議で分科会で討議された内容が
報告され、次回の開催を山口県工組担当で６月に周南
市で開催する事を確認し、会議は終了しました。

中国地区印刷協議会
会長　中本俊之氏

全日本印刷工業組合連合会
会長　臼田真人氏 参加者

　平成 29 年度下期　「中国地区印刷協議会」開催
■ 平成 30 年２月 16 日（金）　■ リーガロイヤルホテル広島

中国５県理事長
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「大きく変わる知的財産権の取り扱い」
� 官公需委員会

　平成29年７月25日の閣議で決定した「平成29年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」で「発注者は著作権の財産
的価値に充分留意しなければならない」ということが明確になりました。
　官公需の仕様書や契約書から「著作権を無償で譲渡する」「無償で利用する」と言う記載が削除されることになります。
　次に、印刷用データ等の中間生成物も著作権同様に財産的価値に配慮が必要になります。印刷用データ等の中間生成物はアナ
ログの時代から、特約が無い限り印刷会社が所有権を持ちますが、中間生成物についてもその財産的価値が認められることが、
経済産業省、中小企業庁のチラシに明記されています。
　従来の官公需では、著作権を無償で譲渡・利用する契約が多くありました。
　これからは、発注者が知的財産権、請負契約では特に「著作権」については無償ではなく財産的価値に充分留意した発注とし
なければなりません。
　平成29年度基本方針に盛り込まれた内容は「知的財産権の財産的価値について充分留意した契約内容にするよう努めるものと
する」だけの非常に短い文章です。
　具体的に留意するのは、受注者の印刷会社ではなく、発注者となる国や地方公共団体であることを間違えてはなりません。
第一は、「知的財産権を無償譲渡・利用の適正化」
　著作権を含む知的財産権を無償で譲渡や利用をしてはいけないと発注者に求めています。
第二は、「知的財産権の利用範囲の特定・明確化」
　官公需に於ける仕様書や契約書では、ほとんどの場合その権利範囲が明確にされていません。また、利用範囲を特定すること
により、違法な利用を抑制しトラブルを未然に防ぐことにもなります。
第三は、「一律の権利譲渡の見直し」です。
　現状の官公需では、著作権の譲渡が何故必要なのか、譲渡した後に何に利用するかもわからずに一律に譲渡が求められています。
次に、印刷用データ等の中間生成物の取り扱いについて
　中間生成物は、特約の無い限り印刷会社の所有物であり、譲渡が必要な場合は印刷譲渡請負契約とは別の契約が必要となります。
　官公需における知的財産権の適切な取り扱いに向けての今後の取り組みは、やはり発注者と受注者がお互い理解する必要があ
り、官公需の場合、印刷工業組合と発注者である県や市町村との意見交換をする場をもっと持つべきと考えています。
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労務問題 A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

Q 病気やケガで会社を休んだときは健康保険から傷病手当金が受けられると聞きました。
どのような制度でしょうか。

　（１）傷病手当金の支給要件
１．業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
２．仕事に就くことができないこと
３．連続する３日間を含み４日以上仕事に就けなかったこと
　　連続した３日間（待期期間と言います）の後、４日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

４．休業した期間について給与の支払いがないこと
　�　業務外の事由による病気やケガで休業している期間について給与が支払われている間は、傷病手当金は支給され
ません。但し、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
　�　有給休暇は、待期期間の３日間には含めることができますが、有給のため通常の賃金が支給されている日は、傷
病手当金は支給されません。

　（２）支給される期間
　�　傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から最長１年６ヵ月です。１年６ヵ月を超えた場合は、仕事
に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

　（３）支給される傷病手当金の額
　�　概ね１ヵ月の総支給額（支給開始日前１年間の標準報酬月額の平均）の２/３を受け取ることができます。
　�　但し健康保険に加入して１年未満の場合は、標準報酬月額 28 万円の２/ ３と各月の標準報酬月額の平均額の
２/３を比べて少ない方で支給されます。

詳しくは全国健康保険協会の以下のホームページでご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

A 傷病手当金は、１～４の条件を満たした被保険者に支給されます。
健康保険の被扶養者の方には、傷病手当金はありませんので、御注意ください。
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　２月11日（日）大阪の西本町インテスビル17階で、
「全国印刷人協議会・第 31回全国大会」が開催されま
した。
　全国青年印刷人協議会の恵議長の挨拶に始まり、全日
本印刷工業組合連合会の作道副会長、滝澤副会長の祝
辞、そして、恵議長の謝辞から新任議長、副議長の紹介
で会議は始まりました。
　作道副会長、滝澤副会長のご挨拶では、業界を取り
巻く環境が非常に厳しい中を生き抜いていくには、現在
の仕事を伸ばす方法、そして今後新しい事に取り組む方

法で、いかに会社の特色を出していくという二つの方法
があると話されました。
　平山印刷様の講演は「未知の創造～平山印刷の新た
な取り組み～」と題され事例発表をされました。
　会社の規模、母体の違いは様々ですが、それぞれ自社
でいかに特色を出し、お客様に対して喜んでいただける
サービスを提供する事が大切と改めて感じました。
　岡山県印刷工業組合青年部としても、今後もっと価値
ある情報交換を行い、お互いにプラスとなるような「会」
にしていきたいと考えています。� （藤原正樹記）

「共済制度」加入のお勧め
　全印工連では「生命共済・ライフピア」「せつび共済」「医療・がん共済」の共済制度があり、社員の福祉向
上や企業の経営安定のためにサポートしています。
＜生命共済・ライフピア＞
　＊死亡・高度障害の他、不慮の事故による入院や障害について 24時間保障
　・割安な掛金で大きな保障が得られます。
　・企業が掛金を負担する場合、掛金は全額損金又は必要経費となります。
　＊詳しくは、別紙パンフレットを参照下さい。

■ 全国青年印刷人協議会

　「第 31 回全国協議会」参加報告 岡山県印刷工業組合　青年部会　会長　藤原　正樹

■ 平成 30 年２月 11 日（日）　■ インテスビル 17 階

■ 全日本印刷工業組合連合会



2018 年 3月No. 372

7

おかやまいんさつつうしん　Printing Journal Okayama

岡山県印刷関連産業協議会
協議会ニュース

News
新春恒例「第 11回親睦ボウリング大会」開催
■�平成 30年１月 28日（日）　■�両備ボウル
　岡山県印刷関連産業協議会主催で「第 11回親睦ボウリング大会」が両備
ボウルで開催されました。当日は９社 32名が参加し、２ゲームトータルで
の試合が行われました。女性には、20 ポイントが加算され、試合終了後、
表彰式が行われ大塚泰文会長から賞品が手渡されました。
〈上位入賞者〉敬称略
優勝　瀧本淳一郎（友野印刷）
　　　１Ｇ 212点　２Ｇ 147点　合計 359点
２位　日笠眞一郎（シンコー印刷）
　　　１Ｇ 133点　２Ｇ 213点　合計 346点
３位　下村秀樹（友野印刷）
　　　１Ｇ 176点　２Ｇ 155点　合計 331点

表彰を受ける瀧本さん

パネラー 会議風景

競技風景

　１月 22日（月）岡山プラザホテルで、青年中央会の
会員 60名が参加して「新年会」が開催されました。岡
山県工組青年部会からは、藤原正樹会長他５名の会員が
参加。
　パネルディスカッションでは、変化する時代の中、同
業種や地域の仲間同士で協力して何が出来るのか、次世
代のリーダーが新たな「気づき」を得られる場にしたい
と言う趣旨で行われました。
　パネリストとして、岡山県印刷工業組合の大塚泰文理
事長、岡山県屋外広告美術協同
　組合の岸本直文理事長、協同組合ウイングバレイの晝
田慎三理事長、就実大学副学長�杉山慎策氏の４人、そ
してコーディネーターとして青年中央会の石井貴朗会

長で進められました。各パネラーからは、各組合の概要
や活動内容について説明があり、杉山教授からは、これ
からの時代は競争相手であっても、可能な限り情報を共
有し、協力することが必要とお話がありました。
　青年中央会では、今後も講演会や研修会を通じて交
流を図りたいとの説明がありました。

■ 岡山県中小企業団体青年中央会

　「新年会」パネルディスカッションを開催
■ 平成 30 年１月 22 日（月）　■ 岡山プラザホテル
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大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目13番18号大阪支店/〒543-0033
TEL.06-6771-5568　FAX.06-6772-9661

岡山県洋紙商連合会
㈱石 本 洋 紙
 岡山市北区大内田 769-5 TEL.292-8500

岡 山 紙 商 事㈱
 岡山市北区富田 53-1 TEL.225-5151

㈱高 田 紙 店
 津山市東新町 25 TEL. （0868）23-2154

㈱高 田 洋 紙 店
 岡山市南区米倉 72-3 TEL.244-1234

㈱ペーパーックス岡山
 岡山市北区大内田 715-2 TEL.292-5131

㈱丸 加
 岡山市北区岡南町 2-2-36 TEL.222-0216

㈱光 畑 紙 店
 岡山市北区北長瀬本町 13-3 TEL.255-6788

　冬期オリンピックは、どの競技も感動を与えてく
れた。
　メダルの数も過去最高であったが、それ以上に日
本の選手のマナーの良さには感心させられた。
　本当にありがとうと言いたい。
 （K）

 編 集 後 記


